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第１章 計画策定の基本的な考え方 

１ 計画策定の趣旨 

 現代社会は、ＡＩ（人工知能）1、ビッグデータ2、ＩｏＴ（Internet of Things）3といった

先端技術の進化により、私たちの生活、働き方、そして社会のあり方そのものが劇的に変化

する「Society 5.0」4時代へと向かっています。このような変革期において、子どもたちが未

来を自らの力で切り拓くためには、単なる知識の習得にとどまらず、情報を適切に活用する

力、論理的思考力、そして創造性やコミュニケーション能力といった、これからの時代を生

き抜くための基盤となる力を身に付けることが不可欠です。 

このようなめまぐるしく変化する社会の中で、ＩＣＴ5（情報通信技術）は教育現場におけ

る強力なツールとなります。ＩＣＴを活用することで、一人ひとりの学習進度や理解度に応

じた「公正に個別最適化された学び」が実現され、子どもたちの可能性を最大限に引き出す

ことが可能となります。また、ＩＣＴは教員の授業改善を促し、より質の高い教育を提供す

るための重要な鍵となります。 

「鳥取市学校教育情報化推進計画」は、こうした時代の要請に応えるために策定されまし

た。本計画は、教育におけるＩＣＴ活用の基本的な考え方と具体的な方向性を示し、子ども

たちが未来を生き抜くための力を育むための施策を体系的に整理し、計画的かつ継続的に実

行することを目的とします。特に、令和３年度からＩＣＴを活用した学習を推進してきたも

のの、その活用度合いで教員間、学校間で差が生じている現状を克服するために、本計画で

は教員や学校の「横のつながり」を強化していきます。 

 

２ 計画の位置付け 

「鳥取市学校教育情報化推進計画」は、現代の教育課題に対応するための重要な役割を担

っています。 

本計画は、学校教育の情報化の推進に関する法律第９条第２項に基づく「市町村学校教育

情報化推進計画」として策定されており、法的な裏付けをもつものです。また、鳥取市全体

の教育の方向性を示す「第３期鳥取市教育振興基本計画」（令和８年４月）の中で、学校教育

における情報化の具体的な行動計画として位置付けられます。これにより、教育の情報化が

市全体の教育目標と連動し、一貫性をもって推進されます。 

さらに、本市の最上位計画である「第１２次鳥取市総合計画」や、デジタルトランスフォ

ーメーション（ＤＸ）6の基本方針を定めた「鳥取市デジタルトランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）推進方針 第８版（令和８年４月）」とも連携し、これら上位計画における学校教育分野

の個別計画としての役割も果たします。 

 

 
1 人工知能（ＡＩ） Artificial Intelligence の略。人工知能。人間の知的能力をコンピュータ上で実現す

る、様々な技術・ソフトウェア・コンピュータシステムのこと。 
2 ビッグデータ 従来のデータベース管理システム等では記録や保管、解析が難しい巨大なデータ群のこと。 
3 ＩｏＴ（Internet of Things） Internet of Things の略。モノのインターネット。様々な「モノ（物）」が

インターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御する仕組み。 
4 Society 5.0  日本が提唱する未来社会のコンセプト。ICT や IoT などのデジタル革新により、経済発展と社

会的課題の解決を両立する、新たな未来社会（Society）のこと。 
5 ＩＣＴ Information and Communication Technology「情報通信技術」の略であり、ＩＴ(Information 

Technology)とほぼ同義の意味。 
6 デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ） ビッグデータなどのデータ、ＡＩやＩｏＴなどのデジタル技術

を社会に浸透させ、人々の生活をより良いものへと変革すること。 



2 
 

 

このように、本計画は、教育振興、地域創生、そしてデジタルトランスフォーメーション

という、市の主要な取組と深く結びつき、鳥取市の未来を担う子どもたちの教育をより良い

ものへと導くための指針となります。 

 

 

 

３ 計画の期間 

令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度～令和１２年度 

令和８年度～令和１２年度 

基本構想（令和８年度～令和１７年度） 

基本計画（令和８年度～令和１２年度） 

第１２次鳥取市総合計画 

重点施策 
鳥取市地方創生アクションプラン 
（第３期鳥取市創生総合戦略） 

鳥取市ＤＸ推進方針 

第２期鳥取市学校教育情報化推進計画 

令和８年度～令和１２年度 

第３期鳥取市教育振興基本計画 

学校教育法 

学校教育の情報化の推進に関する法律 

鳥取県学校教育情報化推進計画 
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第２章 計画策定の背景 

１ 国の経過と現状 

ＧＩＧＡスクール構想の推進により、学校教育の情報化は新たな段階に入りました。 

令和４年１２月に策定された「学校教育情報化推進計画」では、「誰一人取り残されない個

別最適な学び」と「協働的な学び」の実現が掲げられ、教育データの活用や教員のＩＣＴ指

導力向上が重点項目となりました。 

令和６年度以降は、教育データ利活用や次期学習指導要領の改訂に向けた議論が進み、「教

育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」が改訂され、クラウドや生成ＡＩの安

全な活用が示されました。これらの動きは、「誰一人取り残されない学び」の実現に向けた、

安全で持続可能な教育ＤＸの推進を目的としています。 

令和７年度９月に教育課程企画特別部会が示した論点整理には、情報活用能力7の抜本的向

上と質の高い探究的な学びの実現についても明記されています。整備されたＩＣＴ環境を最

大限に活用し、学びの質を向上させることで、学校が抱えるさまざまな課題を解決していく

ことが求められています。 

※詳細：資料１「国の動向」 

 

２ 鳥取市の取組と現状 

(ア)ＩＣＴ環境の整備状況 

鳥取市は、平成２８年度から「鳥取市教育振興基本計画」を策定し、国の計画に沿って教

室環境や校内ネットワークの整備を進めてきました。 

特に、令和元年度からの「鳥取市ＧＩＧＡスクール構想」8により、児童生徒１人１台のタ

ブレット端末整備、校内ネットワークの高速化・無線化を実現しました。さらに、国立情報

学研究所のＳＩＮＥＴに接続することで、安定した高速インターネット環境を確保していま

す。 

令和３年４月には「第２期鳥取市教育振興基本計画」を策定し、ＩＣＴを活用した授業改

善を推進するとともに、教職員の業務効率化も進めています。文部科学省の「学校における

教育の情報化の実態等に関する調査」の結果（令和７年３月）によると、鳥取市のＩＣＴ環

境整備は、普通教室の大型提示装置整備率等、すべての項目で全国平均を上回る水準にあり

ます。今後も、技術の進歩に合わせて、より良い環境整備を継続していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 情報活用能力 世の中の様々な事象を情報とその結びつきとしてとらえ、情報及び情報技術を適切かつ効果的

に活用して、問題を発見・解決したり、自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力。 
8 鳥取市ＧＩＧＡスクール構想 「１人１台端末と校内ネットワークを一体的に整備することで、一人一人の教

育的ニーズに対応した誰一人取り残すことのない学びで、資質・能力を一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境

を実現する」ことと、「ＩＣＴを効果的に活用した学びを推進し、１人１台端末を活用した授業改善をとおし

て、子ども一人一人の主体的・対話的で深い学びを実現すること」を目的とした構想。 
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(イ) 教員ＩＣＴ活用指導力の状況 

ＩＣＴ環境の整備だけでなく、それを使いこなす教員の指導力向上が不可欠です。鳥取市

では、平成３０年度から「情報化推進リーダー研修」を実施し、各学校でのＩＣＴ活用を組

織的に推進する体制を構築してきました。 

令和３年度からは、若手・中堅教員を対象とした「ＩＣＴ活用授業づくり研修」も開始し、

次世代を担う人材の育成に力を入れています。その結果、鳥取市の教員のＩＣＴ活用指導力

は近年、全国平均を上回る水準を維持しています。今後は、すべての教員が一定水準以上の

指導力を習得できるよう、教員や学校の「横のつながり」を強化し、情報やノウハウを共有

していくことが不可欠です。 
 

(ウ)子どもたちのＩＣＴ活用の状況 

子どもたちの主体的な情報活用を促すため、これまでに授業や日常でのＩＣＴ活用事例集

を作成し、教職員研修も実施してきました。今後は、日常的なＩＣＴ活用を前提とした、「主

体的・対話的で深い学び」を実現する授業づくりや、一人ひとりの教育的ニーズに応じた活

用のさらなる促進が求められます。 

また、情報モラル9を含むデジタル・シティズンシップ10教育にも力を入れています。今後

は、学校だけでなく、地域や保護者も一体となって、これらの教育を推進していく必要があ

ります。 
 

(エ)ＩＣＴを活用した校務のデジタル化の状況 

校務の効率化も重要な課題です。鳥取市では、県と連携した「Torikyo-NET」を活用するこ

とで、費用を抑えつつ、統一されたセキュリティ対策を実現しています。 

平成３０年度には、県内共通の学校業務支援システム11を導入し、教職員の業務をデジタル

化しました。令和２年度からは、教職員一人ひとりに端末と Google アカウントを配布し、業

務でのＩＣＴ活用を進めています。さらに、令和４年８月からは中学校と義務教育学校に採

点補助システムを導入し、業務の効率化を推進しています。今後もＩＣＴを活用し、教職員

の働き方改革を一層進めていきます。また、生成ＡＩ12についても、校務で活用できるようガ

イドラインを示しています。 

 

(オ)臨時休業等の対応の状況 

新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、鳥取市では、臨時休業や学級閉鎖に備え、令和

３年５月からタブレット端末の家庭への持ち帰りを開始しました。同年７月からは通信テス

トを実施し、オンライン授業の体制を整えました。 

また、感染症対策以外にも、不登校や長期入院など、やむを得ない理由で登校できない子

どもたちのために、eラーニング教材やオンラインによる学習支援も行っています。今後も、

一人ひとりの状況に配慮したオンラインでの学びを可能にするため、ＩＣＴ環境の整備をさ

らに進めていく必要があります。 

 
9 情報モラル 情報社会で適正な活動を行うための基となる考え方や態度のこと。情報社会を生き抜き、健全に

発展させていく上で、全ての国民が身に付けておくべき考え方や態度を指す。 
10 デジタル・シティズンシップ デジタル技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し参加する能力。 
11 学校業務支援システム 教務系（成績処理、出欠管理、時数等）・保健系（健康診断票、保健室管理等）、指

導要録等の学籍関係、学校事務系など統合した機能を有しているシステム。令和８年度より「校務支援システ

ム」に名称変更。 
12 生成ＡＩ 文章や画像、プログラムなどを新しく作り出すことができる、AI を動かす基礎的な仕組み（また

はプログラム）に基づいた AIの全体を指す言葉の総称。 
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第３章 本市学校教育の情報化の方針 

１ めざす方向性 

 本市学校教育情報化のめざす方向性を次のように定めます。 

 

２ 鳥取市学校教育情報化の展望 

本市では、次の３段階のステップで学校教育情報化を推進します。 

３ ４つの柱と施策 

本市のめざす学校教育情報化の方向性に基づき、４つの柱と施策、それぞれの基本的な考

え方や具体的な取組、進捗を確認するための指標・目標値を定めます。 
  

４つの柱 施  策 

柱１ 子どもたちの学びを広げ、確かな情報

活用能力を育む 

（１）発達段階に応じた情報活用能力の育成と 

効果的なＩＣＴ活用の推進 

（２）デジタル・シティズンシップ教育（情報モラ 

ルやメディアリテラシーを含む）の充実 

（３）ＩＣＴの特性を生かした多様な学びの実現 

柱２ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上 （１）教職員研修の充実 

（２）ＩＣＴ活用指導法の共有化 

柱３ ＩＣＴを活用するための環境の整備 （１）ＩＣＴ機器と通信環境の整備 

（２）ＩＣＴを活用した教育環境の構築 

（３）教育の質を高める教育データの利活用と 

教育ＤＸの推進 

（４）総合的な情報セキュリティ対策の実施 

柱４ ＩＣＴ推進体制の整備と校務の改善 （１）組織的なＩＣＴ推進体制の構築 

（２）ＩＣＴを活用した働き方改革と 

家庭・地域との連携 

ＩＣＴを効果的に活用し、子どもたち一人ひとりの可能性を引き出す個別最適な学びと

協働的な学びを一体的に充実させ、次代を担う人材育成を図るため、学校教育の情報化を

より一層推進していきます。 
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子どもたちの学びを広げ、確かな情報活用能力を育む 
 

○発達段階に応じて社会とのつながりを意識した学習を行い、児童生徒の情報活用能力の

より一層の向上と、より効果的なＩＣＴ機器の活用を図ります。 

○児童生徒が自ら学び、創造し、社会参加するために、責任をもってＩＣＴを活用する行

動規範を身に付けるとともに、安全・安心に情報を利活用することができるよう、デジ

タル・シティズンシップ教育（情報モラルやメディアリテラシーを含む）を推進します。 
 

 

（１）発達段階に応じた情報活用能力の育成と効果的なＩＣＴ活用の推進 
 
■基本的な方向 

・小学校 1年生から中学校３年生まで小中一貫した９年間の学びと、一人ひとりの実情や

教育的ニーズに応じて社会とのつながりを意識した学習を行い、これからの社会を生き

ていくために必要な情報活用能力を引き続き育成します。 

・児童生徒がクラウドを活用しデジタル学習基盤を効果的に活用することによって、多様

で大量の情報を扱い、時間や空間を問わずに情報をやりとりしたり、思考の過程や結果

を共有したりすることで、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に取り組みます。 

・災害や不登校、長期入院等でやむを得ず登校できない場合等も含めて、教育的ニーズを

把握し、一人ひとりの学ぶ機会を保障するため、オンライン授業等ＩＣＴを活用した遠

隔教育等の一層の充実を図るとともに、家庭学習での日常的なＩＣＴ活用を推進します。 

■具体的な取組 

・各教科の特質に応じて教科の資質・能力を育成するとともに、ＩＣＴを発達段階に合わ

せて効果的に活用することで教科横断的に情報活用能力の育成を図ります。 

・全県共通の学習用ツール（Google Workspace for Education13）をより一層活用し、共同

編集機能やデータ配信・共有化等、学習におけるクラウドサービスの効果的な活用を推

進します。  

・タブレット端末の日常的な持ち帰りを継続し、発達段階に合わせた使用と、学校での学

習と家庭学習との連動を図ります。 

・企業や大学等の専門家、地域人材等の指導を受けながら、課題解決型学習（ＰＢＬ）14や

ＳＴＥＡＭ教育15を取り入れ、総合的な学習をはじめ、教科横断的に行われる探究的な学

びをより一層充実させます。 

■指標・目標値  

「自分の考えや意見を分かりやすく伝え、友達と協力して学習をすすめるために、

ＰＣやタブレット端末などのＩＣＴ機器を活用していますか。」の質問に「当てはま

る」、「どちらかといえば当てはまる」と回答した割合 

（鳥取市児童生徒情報活用能力調査より）    

実績値     

（令和７年度） 

（小６） ８９．１％ 目標値     

（令和 12年度） 

（小６） ９５％ 

（中３） ９３．６％ （中３） ９８％ 

 
13 Google Workspace for Education Google 社の教育向け無料のクラウド型学習用ツール。表計算、プレゼン

作成、Ｗｅｂ会議などが可能。 
14 課題解決型学習（ＰＢＬ） Problem(Project)-Based Learning。知識の暗記など、生徒が受動的な学習では

なく、自ら課題（問題）を発見し解決する能力を養うことを目的とした教育法のこと。 
15 ＳＴＥＡＭ教育 Science（科学）、 Technology（技術）、 Engineering（工学）、Mathematics（数学）及び

Arts（人文科学・リベラルアーツ）の 5 つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念。知る

（探究）とつくる（創造）のサイクルを生み出す、分野横断的な学びのこと。 

 

柱１ 
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（２）デジタル・シティズンシップ教育（情報モラルやメディアリテラシー16を含む）

の充実 
 
 ■基本的な方向 

・単なる危機回避やルール遵守にとどまらず、デジタル社会の健全な発展に貢献できるよ

うにします。 

・情報技術の役割や影響を知り、情報の取扱いに対する責任について正しく理解し、情報

社会に参加する行動規範の醸成を図ります。 

・児童生徒のメディアリテラシーを育成し、安全に、また責任をもち、１人１台端末をは

じめとしたＩＣＴ機器を活用できるよう、自律的な判断や積極的な活用を重視した教育

を推進します。 

■具体的な取組 

・児童生徒が適切かつ安全にインターネットやＩＣＴ機器を利用できるよう、単に禁止や

制限するのではなく、自分自身で利用をコントロールしながらＩＣＴ機器を便利な道具

として使いこなすデジタル・シティズンシップ教育を推進します。 

・「鳥取市ＧＩＧＡスクール特設サイト」を利用し、デジタル・シティズンシップ教育に係

る取組や授業実践の事例を共有し、各学校の活用推進を図ります。 

・端末使用時間や使用時の姿勢、視力への影響等、関係機関と連携しながら健康面に配慮

した指導を行います。 

・タブレット端末使用時の姿勢や使用時間などの留意点を周知し、児童生徒の健康に配慮

したＩＣＴ活用の理解を進めます。 

・ＩＣＴ機器の利用について、家庭での話し合いによるルールづくりを推進します。 

・学校や家庭でのＩＣＴ機器の利用について、ルールづくりの参考となる資料等を配布す

るなど情報提供を行います。 

・家庭や地域を対象としたデジタル・シティズンシップ教育に係る研修会の実施を促進し

ます。 

■指標・目標値  

「学校や学級でＰＣ・タブレット端末などのＩＣＴ機器を活用する時には、ルー

ル、マナーを守って利用していますか。」の質問に「利用している」と回答した割

合 

（鳥取市児童生徒情報活用能力調査より） 

実績値     

（令和７年度） 

（小６） ９５．３％ 目標値     

（令和 12年度） 

（小６）１００％ 

（中３）   ９８％ （中３）１００％  

「家庭でＰＣ・タブレット端末（１人１台端末を含む）・携帯電話やスマートフォ

ンなどのＩＣＴ機器を使う時には、家の人と話し合ったルールを守って利用してい

ますか。」の質問に「ルールがあり守って利用している」と回答した割合 

（鳥取市児童生徒情報活用能力調査より）                   

実績値     

（令和７年度） 

（小６） ７５．９％ 目標値     

（令和 12年度） 

（小６）８５％以上 

（中３） ７７．６％ （中３）８５％以上 

 

  

 
16 メディアリテラシー メディアの機能を理解するとともに、メディアの伝える情報を批判的に判断・活用

し、それを通じてコミュニケーションを行う能力 
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（３）ＩＣＴの特性を生かした多様な学びの実現 
 

■基本的な方向 

・ＩＣＴの活用によって、学習の困難さを軽減し、個々の能力を引き出すとともに、一人ひ

とりに応じた指導を充実させます。 

・不登校や障がいがあり支援が必要な児童生徒にもＩＣＴを用いて多様な学習機会を提供

することで、すべての児童生徒の可能性を最大限伸ばします。 

・市内に小規模校が増えている実態も踏まえ、校種や学校規模を超えた連携を進めます。 

■具体的な取組 

・障がいのある児童生徒のＩＣＴを活用した学びの充実を図るため、特別支援教育におけ

る実践を共有し、一層の充実を図ります。 

・音声教材17や鳥取市立図書館の電子書籍を活用し、読み上げ機能等で学習の困難さを軽減

します。 

・オンライン授業やオンライン英会話等を活用し、オンライン上での交流を通して、児童

生徒たちが普段関わらない様々な人と学び合うきっかけとなり、視野を広げ、新たな気

づきを促します。 

・不登校などにより欠席日数の多い児童生徒のため、ＩＣＴを活用しながら自宅にて学習

機会を保障するオンラインサポートルームを開設し、学習への意欲や集団活動への自信

を高めていけるように支援します。 

■指標・目標値  

「学校や家で「わかった」「できた」を増やすために、ＩＣＴを役立てることがで

きましたか。」の質問に「当てはまる」、「どちらかといえば当てはまる」と回答し

た割合 

（鳥取市児童生徒情報活用能力調査より）   

実績値     

（令和７年度） 

（小６） ８８．４％ 目標値     

（令和 12年度） 

（小６）９５％以上 

（中３） ９４．４％ （中３） １００％ 

 

  

 
17 音声教材 発達障害等により、通常の検定教科書で使用される文字や図形等を認識することが困難な児童生

徒に向けた教材。 
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教員のＩＣＴ活用指導力の向上 
 

○児童生徒の情報活用能力を育成するために、教職員研修等で教職員のＩＣＴ指導力・活

用力の向上を図ります。 
 

（１）教職員研修の充実 
 
 ■基本的な方向 

・教育の情報化をさらに進め、学習指導要領で示されている「情報活用能力」を体系的に育

成するため、教職員一人ひとりがＩＣＴを主体的に活用し、教育ＤＸ（デジタルトラン

スフォーメーション）を推進できるような研修体制を構築します。特に、校内の情報化

推進リーダーを中心に、最新の教育用ツールやアプリケーションの操作等を活用した新

しい学びの創造に向けた授業づくりに関する研修を実施し、すべての教員の指導力・活

用力の向上を図ります。 

■具体的な取組 

・情報化推進リーダー18の育成や教職員のキャリアステージに応じたＩＣＴを効果的に活

用した研修等を実施し、授業力の向上やデジタル・シティズンシップ教育の専門性を高

める研修を継続的に実施します。これにより、校内におけるＩＣＴを活用した教育の質

の向上と、教職員全体の指導力向上を図ります。 

・学校や教員のニーズやレベルに応じて、多様な教育用アプリケーションやデジタルツー

ルの活用方法に関する支援を行います。これにより、児童生徒一人ひとりの学習進度や

特性に合わせた個別最適な学びと、課題解決に向けた協働的な学びを効果的に支援でき

る教員の指導力・活用力を高めます。 

・鳥取県教育委員会や外部の専門機関と連携し、生成ＡＩ等、先進技術を活用した授業づ

くりや、先進校の取組や研修を通じて、新しい学びの創造に向けた知見を共有し、教員

の指導力の向上を図ります。 

■指標・目標値  

ＩＣＴ活用指導力の各項目に関する研修を受講した教員の割合 

（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」より）    

実績値     

（令和６年度） 
８１．０％ 

目標値     

（令和 12年度） 
１００％ 

  ※令和６年度が、策定時点の最新の実績値です 

 

 

  

 
18 情報化推進リーダー 情報教育及び学習指導における情報手段の活用において指導的な役割を担うととも

に、学校の情報化の全般について企画立案する役割を担う、校内の情報化を推進していく上で中心となる教員

を指す。 

柱２ 
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（２）ＩＣＴ活用指導法の共有化 
 

 ■基本的な方向 

・これまでの学校訪問型研修に加え、情報教育主任等が主体となり、校内はもとより、中学

校区の学校と連携した教科・学年横断型の研修を支援します。また、研修講師の派遣や

新たな情報の共有を通じて、ＩＣＴ活用を支援します。 

・教職員のスキル格差を解消するため、レベルやニーズに合わせて活用できる環境を構築

します。これにより、教職員は必要な情報やノウハウを主体的に得て、指導力・活用力の

向上をめざします。 

■具体的な取組 

・学校訪問によるプログラミング教育等の研修に加え、研修後も継続して教職員の疑問や

課題に寄り添う伴走型サポートを行います。これにより、研修で学んだ知識を確実に授

業実践へとつなげ、より質の高い学習方法を定着させます。 

・ＩＣＴを活用した優れた実践事例を収集し、教職員がノウハウや課題を共有し合えるコ

ミュニティやポータルサイト等を構築することにより、各学校の活用推進だけではなく、

教職員一人ひとりの指導力向上を促進します。 

■指標・目標値  

「児童生徒が互いの考えを交換し共有して話合いなどができるように、コンピュー

タやソフトウェアなどを活用することを指導することができるか」の質問に「でき

る」、「ややできる」と回答した教員の割合 

（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」より）       

実績値     

（令和６年度） 
７７．１％ 

目標値     

（令和 12年度） 
９０％以上 

  ※令和６年度が、策定時点の最新の実績値です 
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ＩＣＴを活用するための環境の整備 
 

○デジタル教科書19・様々な学習用ツールの活用による魅力ある授業づくりの推進、学校

業務の効率化や共同化による教職員の多忙化の解消、教育における情報化に合わせた環

境の整備を推進します。 

○教育データを活用した個別最適な学びと、デジタル技術による教育現場全体の変革（教

育ＤＸ）を一体的に進めます。 

○教育活動が安心安全に行えるよう、総合的なセキュリティ対策を推進します。 
 

 

（１）ＩＣＴ機器と通信環境の整備 
 
■基本的な方向 

・ＩＣＴを活用した学びをさらに推進するため、タブレット端末や電子黒板20等のＩＣＴ機

器、校内通信ネットワーク（無線ＬＡＮ）21等の整備と管理を継続します。 

・校務系と学習系のネットワークの統合による教育データの連携、クラウドの日常的な活

用により、知見の共有と教育価値の創出を図ります。 

■具体的な取組 

・鳥取市ＧＩＧＡスクール構想22の実現に向けて、普通教室及び特別教室等、校内通信ネッ

トワーク（無線ＬＡＮ）を整備し、次世代ネットワークによる高速で安定した通信環境

について確実な確保を図ります。 

・校外や校内通信ネットワーク（無線ＬＡＮ）が無いところでも教育活動が行えるよう、モ

バイルＷｉ-Ｆｉルーター23を活用し、通信環境を確保します。 

・校務でのクラウド活用を見据え、教職員の１人１台端末の着実な整備を行います。 

・Ｗｉ-Ｆｉによるインターネット接続環境整備費助成や通信費補助等により、通信環境が

未整備の家庭に支援を行います。 

■指標・目標値  

特別教室における校内無線ＬＡＮの整備率 

（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」より）  

実績値     

（令和６年度） 
９１．０％ 

目標値     

（令和 12年度） 
１００％ 

  ※令和６年度が、策定時点の最新の実績値です 

 

  

 
19 デジタル教科書 学校の教科書として使われることを想定して作られた電子書籍。紙の教科書の内容の全部

をそのまま記録した電磁的記録である教材。 
20 電子黒板 文字や図、イラストなど、ボード上に書き込んだ内容を電子変換することが可能なホワイトボー

ド。 
21 校内通信ネットワーク（無線ＬＡＮ） 学校内で構築された無線通信による通信ネットワークのこと。 
22 鳥取市ＧＩＧＡスクール構想 「１人１台端末と校内ネットワークを一体的に整備することで、一人一人の

教育的ニーズに対応した誰一人取り残すことのない学びで、資質・能力を一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環

境を実現する」ことと、「ＩＣＴを効果的に活用した学びを推進し、１人１台端末を活用した授業改善をとお

して、子ども一人一人の主体的・対話的で深い学びを実現すること」を目的とした構想。 
23 モバイルＷｉ-Ｆｉルーター インターネット回線への接続機能を備えた無線ＬＡＮ機器用の可搬型ルーター

のこと。 

柱３ 
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（２）ＩＣＴを活用した教育環境の構築 
 

■基本的な方向 

・学習効果を高めるため、デジタルコンテンツ24の活用を推進します。 

・既存の学習ツールやデジタル教科書などのデジタルコンテンツの活用を進めるとともに、

生成ＡＩといった先端技術も活用しながら、児童生徒の学びを総合的に支援します。 

■具体的な取組 

・学習用ツール（Google Workspace for Education）の機能を最大限に活用（学習支援、

セキュリティ、データ活用、業務改善等）するための環境整備を図ります。 

・指導者用デジタル教科書のポータルサイトを作成し、デジタルコンテンツを随時追加し、

教職員の活用を推進します。 

・児童生徒の個別最適な学び、協働的な学びが実現できるよう、授業で役立つデジタルコ

ンテンツの情報共有を行います。 

・鳥取市立学校に在籍する児童生徒を対象に、鳥取市立図書館の電子書籍が利用できるア

カウントを希望者に配布します。 

・授業や家庭学習に活用できるＡＩ型デジタルドリルソフト25（ｅラーニング教材）を導入

し、学習内容の定着を図ります。 

・生成ＡＩについては、文部科学省や鳥取県、鳥取市のガイドラインを踏まえ、生成ＡＩの

特性やリスクを理解した上で、児童生徒が主体的に活用する能力を育成するため、安易

に利用を促すのではなく、指導力向上や評価方法の検討を含めた教職員の具体的な利用

方法や倫理観に関する理解を進めます。 

■指標・目標値  

「教育効果を上げるために、コンピュータやインターネットなどの利用場面を計画

して活用する。」の質問に「できる」、「ややできる」と回答した教員の割合 

（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」より） 

実績値     

（令和６年度） 
９３．１％ 

目標値     

（令和 12年度） 
１００％ 

  ※令和６年度が、策定時点の最新の実績値です 

 

（３）教育の質を高める教育データの利活用と教育ＤＸの推進 
 

■基本的な方向 

・学習や校務の多様な教育データを可視化・分析することで、児童生徒は自らの学びを自

己調整するとともに、教職員はデータに基づいて指導や支援が必要な児童生徒の早期発

見や、児童生徒の特性・能力に応じた学習支援など指導の改善を図ります。 

・個人情報等に十分配慮し、クラウド等の技術を活用して収集した様々な教育データをも

とに、より客観的な根拠に基づいた政策立案の具体化を推進します。 

■具体的な取組 

・日々の学習や生活に関する教育データを蓄積し、ダッシュボード等で可視化することで、

児童生徒が自身の学びを振り返り、自律的に学習を進められるよう支援したり、教職員

はそれらのデータを活用し、児童生徒一人ひとりの学習状況や特性を理解し、より効果

的な指導や支援につなげたりします。 

 

 
24 デジタルコンテンツ デジタル化された情報で構成されたものの総称。 
25 ＡＩ型デジタルドリルソフト 児童生徒の学習状況をＡＩで測定し、児童生徒の理解度に応じて復習問題や

解説を表示する等の機能をもたせたデジタルドリル教材。 



13 
 

・国の教育データ標準化の動きに対応し、データの利活用を図るとともに、学習 eポータ

ルの活用や公教育データや学校で蓄積した教育データを統合的に分析することで、客観

的な根拠に基づいた政策立案を推進します。 

・１人１台端末を活用し、児童生徒の気持ちや相談の有無を確認したり、様々な不安や悩み、

個々の支援ニーズを把握したりすることにより、相談支援のきっかけを増やし、不登校やい

じめ等の未然防止、早期発見、早期対応を進め、適切な支援につなげます。 

■指標・目標値  

「学習状況を把握するために児童生徒の作品・レポート・ワークシートなどを、コ

ンピュータなどを活用して記録・整理し、評価に活用する」の質問に「できる」、

「ややできる」と回答した教員の割合 

（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」より） 

実績値     

（令和６年度） 
８７．６％ 

目標値     

（令和 12年度） 
９５％ 

  ※令和６年度が、策定時点の最新の実績値です 

 

（４）総合的な情報セキュリティ対策の実施 
 

■基本的な方向 

・教職員に鳥取市教育情報セキュリティ対策基準26を徹底するとともに、セキュリティ意識

の向上に努めます。 

・鳥取市関係各課と連携し、社会情勢や技術の進展に合わせて内容を継続的に見直し、随

時更新していきます。 

・個人情報の保護やフィルタリング27等、校内通信ネットワークのセキュリティを確保しま

す。 

■具体的な取組 

・鳥取市教育情報セキュリティ対策基準に則り、適切な運用を図ります。 

・フィルタリングソフトにより、個人情報の保護やフィルタリング等ネットワークのセキ

ュリティを確保します。 

・クラウドサービス28の適切な活用とセキュリティ強化のため、ガイドラインの見直しや新

たな技術の活用、システム構築を推進します。 

■指標・目標値  

「児童生徒が情報セキュリティの基本的な知識を身に付け、パスワードを適切に設

定・管理するなど、コンピュータやインターネットを安全に利用できるように指導

する。」の質問に「できる」、「ややできる」と回答した教員の割合 

（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」より）                   

実績値     

（令和６年度） 
８７．８％ 

目標値     

（令和 12年度） 
９５％ 

  ※令和６年度が、策定時点の最新の実績値です 

  

 
26 鳥取市教育情報セキュリティ対策基準 鳥取市立学校において実施する情報セキュリティ対策の方針や行動

指針。 
27 フィルタリング 違法・有害・不適切なウェブサイト等へのアクセスを制限するサービス。 
28 クラウドサービス 従来は手元のコンピュータに導入して利用していたようなソフトウェアやデータ、ある

いはそれらを提供するための技術基盤（サーバなど）を、インターネットなどのネットワークを通じて必要に

応じて利用者に提供するサービス。 
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ＩＣＴ推進体制の整備と校務の改善 
 

〇外部機関や専門家の協力を得ながら推進体制を構築し、教職員の能力向上と情報共有の

効率化を図り、教育現場でのＩＣＴ活用を総合的に進めます。 

〇ネットワーク統合やクラウドサービスの活用を進めることで、教職員の業務を効率化し

て負担を軽減し、教育の質を高めるとともに、児童生徒と向き合う時間を確保します。 
 

 

（１）組織的なＩＣＴ推進体制の構築 
 
 ■基本的な方向 

・鳥取市学校教育情報化推進本部（以下「推進本部」）を設置し、本市の教育情報化を総合

的・効率的に推進します。 

・ＩＣＴや先端技術のノウハウをもつ大学等と連携し、外部の専門家の協力を得ながら学

校教育の情報化を推進します。 

・教職員研修や児童生徒に対する出前授業等で、ＩＣＴ教育推進員29等、専門的知識を有す

る人材の活用を推進します。 

 ■具体的な取組 

・校務支援システムの活用や共同学校事務室30により、文書連絡の電子化や文書様式の共有

化等、事務処理の効率化及び情報共有を推進します。 

・校内における推進体制を構築するため、情報化推進リーダーの養成等、教員のキャリア

ステージに応じた研修を推進します。 

・鳥取市ＧＩＧＡスクール運営支援センター31と連携し、学校の情報化を推進します。 

・ＩＣＴを活用した授業を効果的に進められるよう、ＩＣＴ教育推進員等を学校に派遣す

るなど、支援体制の充実を図ります。 

・企業や大学等の専門家による支援により、先進的なＩＣＴを活用した授業や取組を推進

します。 

■指標・目標値   

「授業に必要なプリントや提示資料、学級経営や校務分掌に必要な文書や資料など

を作成するために、ワープロソフト、表計算ソフトやプレゼンテーションソフトな

どを活用する。」の質問に「できる」、「ややできる」と回答した教員の割合。 

（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」より） 

実績値     

（令和６年度） 
９４．６％ 

目標値     

（令和 12年度） 
１００％ 

  ※令和６年度が、策定時点の最新の実績値です 

 

  

 
29 ＩＣＴ教育推進員 本市学校におけるＩＣＴ活用について、プログラミング教育や校内研修等の支援を行う人

材。 
30 共同学校事務室 日常は各学校で勤務している事務職員が、週に１回程度一つの学校に集まる等して複数人

で複数校の業務を行う体制。 
31 鳥取市ＧＩＧＡスクール運営支援センター 学校におけるＩＣＴ活用に関するヘルプデスク開設や現地サポ

ート対応、ネットワークアセスメントやトラブル対応等を外部委託し、ＩＣＴ活用を推進するための運営支援

体制。 

柱４ 
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（２）ＩＣＴを活用した働き方改革と家庭・地域との連携 
 

■基本的な方向 

・保護者への連絡や出欠確認、テストの採点補助等のデジタル化、校務支援システムやク

ラウドサービスの活用を推進し、教職員の業務の負担軽減と効率化を図り、教材研究や

児童生徒に向き合う教育活動の時間の確保に努めます。 

・次世代校務ＤＸを推進し、校務系と学習系のネットワークを統合し、教育データを連携

させることで、クラウドの日常的な活用を通じて教職員間の知見を共有し、教育的価値

を創造します。 

■具体的な取組 

・次世代校務ＤＸでは、指導や校務において、共同編集や情報共有といったクラウド活用

により教育の質を高めるとともに、国のチェックリストなどを活用して業務効率化を図

ります。 

・学校から児童生徒へのチラシ配布を削減し、保護者、児童生徒が直接確認できる鳥取市

教育委員会ポータルサイトに掲載します。 

・校務系および学習系システムの教育データを有効に連携させ、クラウドを活用した知見

の共有と新たな教育的価値の創造を推進します。 

・生成ＡＩを授業準備や事務作業の効率化に活用し、教員が児童生徒と向き合う時間を増

やすことで、教育の質の向上を図ります。 

■指標・目標値  

「授業で使う教材や校務分掌に必要な資料などを集めたり、保護者・地域との連携

に必要な情報を発信したりするためにインターネットなどを活用する。」の質問に

「できる」、「ややできる」と回答した教員の割合。 

（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」より）                   

実績値     

（令和６年度） 
９０．５％ 

目標値     

（令和 12年度） 
１００％ 

  ※令和６年度が、策定時点の最新の実績値です 

 

 

 

  



16 
 

第４章 推進体制及び進行管理 

１ 推進体制 

教育委員会の内部組織として「推進本部」を設置し、学校教育におけるデジタル化の推進

に向けた施策を総合的・効率的に推進します。また、推進本部に「鳥取市学校教育情報化推

進検討部会」（以下「検討部会」）を置き、施策の進行管理等を行います。本計画の実行にあた

っては、具体的な取組の進捗状況について、推進本部で定期的に点検評価を行い、進行管理

に努めます。 

 また、外部組織として「鳥取市ＧＩＧＡスクール推進委員会」（以下「推進委員会」）を設置

し、ＩＣＴ機器を活用した教育活動と教職員のＩＣＴ活用能力の向上について検討及び協議

を行い、鳥取市ＧＩＧＡスクール構想の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 進行管理 

本計画の施策の推進にあたっては、「Plan（計画）―Do（実行）―Check（検証・評価）―

Action（改善）」といったＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行い、鳥取市ＧＩＧＡスクール

推進委員会で施策の成果を定期的に検証・評価し、施策の改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施

（Ｄｏ）

検証・評価

（Check）

改善

（Ａｃｔｉｏｎ）

計画

（Ｐｌａｎ）

⚫ 「鳥取市学校教育情報化推進

計画」 
⚫ 計画の改善、見直し、修正 

⚫ 各種調査結果の分析、 

⚫ 成果、課題の検証、評価 

⚫ 「４つの柱と施策」「具体

的な取組」の実施 
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３ 進行スケジュール 
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資料１ 国の動向 

 

(１) 学校教育情報化推進計画（令和４年１２月施行) 

令和４年１２月に策定された「学校教育情報化推進計画」は、ＧＩＧＡスクール構想のさ

らなる推進をめざすものです。 

この計画は、「誰一人取り残されない、個別最適な学びと、協働的な学び」を実現するため、

教育におけるＩＣＴの活用を一層深化させることを目的としています。具体的には、児童生

徒一人ひとりに端末が行き届いた環境を前提として、教育データの効果的な活用、教員のＩ

ＣＴ指導力向上、そして情報モラル教育の徹底などが重点項目として挙げられています。ま

た、ネットワーク環境の安定化やセキュリティ対策の強化も重要視されており、持続可能な

情報化の推進をめざしています。 

 

(２)第４期教育振興基本計画 (令和５年６月閣議決定) 

第４期教育振興基本計画における「今後５年間の教育施策の目標と基本施策」において、

教育の情報化に関する以下の施策などを推進することが示されています。 

 

(３) 「生成 AIの教育的活用に関するガイドライン」（令和５年７月）  

令和５年７月、文部科学省は「初等中等教育段階における生成ＡＩの利用に関する暫定的

なガイドライン」を策定しました。これは、教育現場における生成ＡＩ活用の基本的な考え

方と留意点を示しています。 

主な内容は、「人間中心」の原則に基づき、生成ＡＩについて、学習を補助する「道具」と

して捉えること。そして、学習指導要領でめざす資質・能力の育成を阻害しないことや、教

育目標達成に効果的かどうかで利用を判断することです。 

レポートの素案作成やアイデア出しは適切な活用例とされる一方、生成物をそのまま提出

する行為は不適切とされています。また、児童生徒に情報モラルや著作権の教育を徹底し、

今後５年間の教育施策の目標と基本施策 《教育の情報化関連》 

目標(１)確かな学力の育成、幅広い知識と教養・専門的能力・職業実践力の育成 

●個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実 

●新しい時代に求められる資質・能力を育む学習指導要領の実施 

目標(２)豊かな心の育成 

●青少年の健全育成 

目標(５)イノベーションを担う人材育成 

●探究・STEAM 教育の充実 

目標(７)多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂 

●特別支援教育の推進 

●不登校児童生徒への支援の推進 

目標(８)生涯学び、活躍できる環境整備 

●学習履歴の可視化の促進 

目標(１１)教育 DX の推進・デジタル人材の育成 

●1 人１台端末の活用 

●児童生徒の情報活用能力の育成 

●校務 DX の推進 

●教育データの標準化 

●基盤的ツールの開発・活用 

●教育データ分析・利活用及び先端技術の利活用 

目標(１２)指導体制・ＩＣＴ環境の整備、教育研究基盤の強化 

●学校のおける働き方改革、処遇改善、指導・運営体制の充実の一体的推進 

●ＩＣＴ環境の充実 
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ＡＩの特性や限界を理解させることが重要であると強調されています。このガイドラインは、

生成ＡＩの適切な導入を促し、生徒の情報活用能力を育むことを目的としています。 

 

(４) 教育データ利活用の実現に向けた実効的な方策について（令和６年３月）  

教育データは、児童生徒が自らの学びを振り返ったり、自分の強みや弱みを踏まえて次の

学びにつなげたりすること、教師が一人ひとりの児童生徒に対し、よりきめ細かい指導・支

援ができるようになることなどに寄与しています。 

教育委員会を中心にデータと根拠に基づく教育政策が意識され、先進的な自治体では「教

育ダッシュボード」の実証や導入が始まっています。議論のまとめでは、自治体におけるシ

ステム構成や必要な機能のイメージも示されています。 

教育現場の現状とニーズを把握し、理想と現実のギャップを埋めるため、持続可能な取組

を計画・実行することが不可欠です。また、教育データ利活用を取り巻く環境は常に変化し

ているため、柔軟かつ継続的に見直しを行い、着実に施策を推進していく必要があります。 

 

(５) 次期ＩＣＴ環境整備方針の在り方ワーキンググループ取りまとめについて（令和６年７月） 

このまとめは、教職員と児童生徒が効果的にＩＣＴを活用できる環境の実現をめざすもの

です。ＧＩＧＡスクール構想で導入されたＩＣＴ環境をさらに発展させ、児童生徒一人ひと

りに寄り添った個別最適な学びを実現するとともに、教員の校務負担を軽減し、教育の本質

的な部分に専念できる環境を整えます。その上で、情報セキュリティやプライバシー保護を

徹底することで、安全・安心な教育活動を支えます。これにより、教育の質を高め、誰もが取

り残されない学びの実現をめざすものです。 

 

(６)初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（令和６年１２月） 

この内容は、中央教育審議会において議論されている、次期学習指導要領の改訂に向けた

基本的な方向性に大きくかかわるものです。 

教育の個別最適化と創造性・探究力の育成を重視しています。これには、デジタル学習基

盤の活用が不可欠であり、学習履歴データを活用した個別指導や、多様な学習コンテンツの

提供が求められます。具体的には、探究学習を充実させ、教科横断的な学びを推進し、子供

たちが自律的に学ぶ力を育むことをめざします。また、教員がより専門性を発揮できるよう、

指導体制の充実も提言されています。 

 

(７)教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（令和７年３月） 

文部科学省が策定した本ガイドラインは、教育現場の情報セキュリティ確保をめざす包括

的な指針です。急速に進む教育ＤＸに対応し、クラウドサービスや生成ＡＩといった新たな

技術を安全に活用するための考え方を示しています。 

主な改訂ポイントは、クラウドサービスの利用を前提とした具体的な留意事項が示された

点です。これにより、各教育委員会や学校は安全にサービスを導入できます。また、ChatGPT

などの生成ＡＩ利用に際しては、情報漏洩や著作権、倫理的利用に関する注意喚起がなされ

ており、適切な利用ルールの整備が求められています。 

さらに、このガイドラインでは、情報資産を重要度に応じて分類し、それぞれの特性に応

じた対策を講じることの重要性が強調されています。教育委員会、学校、教職員、児童生徒、

保護者それぞれの役割と責任を明確にし、組織全体で情報セキュリティに取り組む姿勢も示

されています。加えて、情報漏洩やサイバー攻撃といったセキュリティインシデントが発生

した場合の具体的な対応手順も明記されています。 

 技術の進歩に伴う新たな脅威に対応し、教育現場がより安全にデジタル技術を活用してい

くための重要な指針です。これにより、教育 DXを推進しつつ、児童生徒の学びとプライバシ

ーを保護するバランスの取れた運用が期待されます。  
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資料２ 各種会議の設置要綱 

 

鳥取市学校教育情報化推進本部設置要綱 
 

（設置及び目的） 

第１条 本市の学校教育のデジタル化の推進に向けた施策を総合的、効率的に推進するた

め、鳥取市学校教育情報化推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

⑴ 本市の学校教育情報化の推進に係る基本的事項に関すること。 

⑵ 本市の学校教育情報化の推進に係る計画の策定及びその進行管理に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、本市の学校教育情報化の推進に必要な事項に関するこ

と。 

（組織等） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、教育長をもって充てる。 

３ 副本部長は、副教育長をもって充てる。 

４ 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。 

（会議） 

第４条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、会務を総理する。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意

見を聴くことができる。 

（部会） 

第５条 推進本部に、部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、本部長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求

め、必要な説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 推進本部の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

本部長 教育長 

副本部長 副教育長 

本部員 教育委員会事務局教育総務課長 

教育委員会事務局学校教育課長 

教育委員会事務局学校教育課総合教育センター所長 

教育委員会事務局学校保健給食課長 

教育委員会事務局生涯学習・スポーツ課長 

教育委員会事務局文化財課長 
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鳥取市学校教育情報化推進検討部会設置要綱 

 

 （目的及び設置） 

第１条 本市の学校教育のデジタル化の推進に向けた総合調整及び進行管理を行うため、鳥

取市学校教育情報化推進検討部会（以下「部会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 部会は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 本市の学校教育情報化推進施策の総合調整に関すること。 

⑵ 本市の学校教育情報化推進施策の進行管理に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、本市の学校教育情報化推進に必要な事項に関すること。 

（組織等） 

第３条 部会は、部会長、副部会長及び委員をもって組織する。 

２ 部会長は、学校教育課長とする。 

３ 副部会長は、総合教育センター所長とする。 

４ 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。 

 （会議） 

第４条 部会の会議は、部会長が招集し、会務を総理する。 

２ 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め､必要な説明又は意

見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第５条 部会の庶務は、学校教育課において処理する。 

 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は部会長が別

に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

部会長 学校教育課長 

副部会長 総合教育センター所長 

委員 学校教育課担当職員 

総合教育センター担当職員 

関係課担当職員 

学校教職員 
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鳥取市ＧＩＧＡスクール推進委員会設置要綱 
  

（目的） 
第１条 情報化社会・グローバル社会において、ＩＣＴ機器を効果的に活用し、子ども一
人ひとりの主体的・対話的で深い学びを実現するために、「ＩＣＴ機器を活用した教育活
動」と「教職員のＩＣＴ活用能力の向上」について検討及び協議するため、鳥取市 GIGA
スクール推進委員会(以下「推進委員会」という)を設置する。 

（組織） 
 第２条 推進委員会は、委員７名以内をもって組織する。 
２ 推進委員の委員は、別表に定める者のうちから、教育長が委嘱する。 
３ 推進委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
４ 推進委員会に副委員長を置き、委員の中から委員長がこれを指名する。 
（職務） 

 第３条 推進委員会は、ＧＩＧＡスクール構想推進に係る計画の策定及びＩＣＴ機器を活
用した多様な教育方法の開発・充実のため、次に掲げる事項について検討及び協議を行
い、その結果を教育長に報告するものとする。 

   （１）学校におけるＩＣＴ機器を活用した教育活動に関すること。 
   （２）家庭等におけるＩＣＴ機器を活用した教育活動に関すること。 
   （３）教職員のＩＣＴ活用能力の向上に係る研修に関すること。 
   （４）その他教育長が必要と認める事項に関すること。 
（任期） 

 第４条 委員の任期は、委嘱を受けた日からその日の属する年度の末日までとし、再任を
妨げない。 

  ２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（会議） 

 第５条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。ただし、委員の委嘱後最初に
開かれる会議は、教育長が招集する。 

 ２ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 
３ 委員長は、必要があると認めたときは、推進委員会の会議に委員以外の者の出席を求

ることができる。 
 ４ 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
（庶務） 

 第６条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課総合教育センターで処理する。 
（その他） 

 第７条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関して必要な事項は、委員長
が別に定める。 

 
附 則 

この要綱は、令和４年９月２２日から施行する。 
附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 
 
  役職 等 人数 

鳥取市小学校長会代表 １名以内 

鳥取市中学校長会代表 １名以内 

鳥取市小学校 PTA 連合会代表 １名以内 

鳥取市中学校 PTA 連合会代表 １名以内 

鳥取県教育委員会事務局 教育センター教育 DX推進課代表 １名以内 

鳥取市企画推進部 デジタル戦略課代表 １名以内 
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資料３ とっとり県版ＳＡＭＲモデル 

鳥取県学校教育ＤＸ推進計画（令和６年３月） 
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資料４ 

用語集（参考） 
ＡＩ（人工知能） 
Artificial Intelligence の略。人工知能。人間の知的能力をコンピュータ上で実現する、様々な技
術・ソフトウェア・コンピュータシステムのこと。 
 
ＡＩ型デジタルドリルソフト 
児童生徒の学習状況をＡＩで測定し、児童生徒の理解度に応じて復習問題や解説を表示する等の
機能をもたせたデジタルドリル教材。 
 
音声教材 
発達障害等により、通常の検定教科書で使用される文字や図形等を認識することが困難な児童生
徒に向けた教材 
 
Google Workspace for Education 
Google 社の教育向け無料のクラウド型学習用ツール。メール、カレンダー、表計算、プレゼン作
成、ビデオ会議などが可能。 
 
ＩＣＴ 
Information and Communication Technology「情報通信技術」の略であり、ＩＴ(Information 
Technology)とほぼ同義の意味。 
 
ＩＣＴ教育推進員 
本市学校におけるＩＣＴ活用について、プログラミング教育や校内研修等の支援を行う人材。 
 
ＩｏＴ 
Internet of Things の略。モノのインターネット。様々な「モノ（物）」がインターネットに接続さ
れ、情報交換することにより相互に制御する仕組み。 
 
Society5.0 
日本が提唱する未来社会のコンセプト。ＩＣＴやＩｏＴなどのデジタル革新により、経済発展と
社会的課題の解決を両立する、新たな未来社会（Society）のこと。 
 
ＳＴＥＡＭ教育 
Science（科学）、 Technology（技術）、 Engineering（工学）、Mathematics（数学）及び Arts（人
文科学・リベラルアーツ）の５つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念。
知る（探究）とつくる（創造）のサイクルを生み出す、分野横断的な学びのこと。 
 
学校業務支援システム 
教務系（成績処理、出欠管理、時数等）・保健系（健康診断票、保健室管理等）、指導要録等の学
籍関係、学校事務系など統合した機能を有しているシステム。令和８年度より「校務支援システ
ム」に名称変更。 
 
課題解決型学習（ＰＢＬ）※プロジェクト型学習 
Problem(Project)-Based Learning。知識の暗記など、生徒が受動的な学習ではなく、自ら課題（問
題）を発見し解決する能力を養うことを目的とした教育法のこと。 
 
共同学校事務室 
日常は各学校で勤務している事務職員が、週に１回程度１つの学校に集まる等して複数人で複数
校の業務を行う体制。 
 
クラウドサービス 
従来は手元のコンピュータに導入して利用していたようなソフトウェアやデータ、あるいはそれ
らを提供するための技術基盤（サーバなど）を、インターネットなどのネットワークを通じて必
要に応じて利用者に提供するサービス。 
 
校内通信ネットワーク（無線ＬＡＮ） 
無線通信を利用してデータの送受信を行うＬＡＮ（ローカル・エリア・ネットワーク）システム
のこと。ワイヤレスＬＡＮとも呼ばれる。 
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情報活用能力 
世の中の様々な事象を情報とその結びつきとしてとらえ、情報及び情報技術を適切かつ効果的に
活用して、問題を発見・解決したり、自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力。 
 
 
情報モラル 
情報社会で適正な活動を行うための基となる考え方や態度のこと。情報社会を生き抜き、健全に
発展させていく上で、全ての国民が身に付けておくべき考え方や態度を指す。 
 
生成ＡＩ 
文章や画像、プログラムなどを新しく作り出すことができる、AIを動かす基礎的な仕組み（また
はプログラム）に基づいた AIの全体を指す言葉の総称 
 
デジタル教科書 
学校の教科書として使われることを想定して作られた電子書籍。紙の教科書の内容の全部をその
まま記録した電磁的記録である教材。 
 
デジタルコンテンツ 
文章、画像、音楽などの作品をデジタルデータ化してデータ状態のまま消費者に提供されている
もの。 
 
デジタル・シティズンシップ 
デジタル技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し参加する能力。 
 
デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ） 
ビッグデータなどのデータ、ＡＩやＩｏＴなどのデジタル技術を社会に浸透させ、人々の生活を
より良いものへと変革すること。 
 
電子黒板 
文字や図、イラストなど、ボード上に書き込んだ内容を電子変換することが可能なホワイトボー
ド。 
 
鳥取市ＧＩＧＡスクール運営支援センター 
学校におけるＩＣＴ活用に関するヘルプデスク開設や現地サポート対応、ネットワークアセスメ
ントやトラブル対応等を外部委託し、ＩＣＴ活用を推進するための運営支援体制。 
 
鳥取市ＧＩＧＡスクール構想 
「１人１台端末と校内ネットワークを一体的に整備することで、一人ひとりの教育的ニーズに対
応した誰一人取り残すことのない学びで、資質・能力を一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境を
実現する」ことと、「ＩＣＴを効果的に活用した学びを推進し、１人１台端末を活用した授業改善
をとおして、子ども一人ひとりの主体的・対話的で深い学びを実現すること」を目的とした構想。 
 
鳥取市教育情報セキュリティポリシー 
鳥取市立学校において実施する情報セキュリティ対策の方針や行動指針。 
 
ビッグデータ 
従来のデータベース管理システム等では記録や保管、解析が難しい巨大なデータ群のこと。 
 
フィルタリング 
違法・有害・不適切なウェブサイト等へのアクセスを制限するサービス。 
 
メディアリテラシー 
インターネットやテレビ、新聞などのメディアを使いこなし、メディアの伝える情報を理解する
能力。また、メディアからの情報を見きわめる能力のこと。 
 
モバイルＷｉ-Ｆｉルーター 
インターネット回線への接続機能を備えた無線ＬＡＮ機器用の可搬型ルーターのこと。 

 


